


州10日紺牌難員無 腿齢防領脚 哨能輔
富
田
し
げ
ゆ
き
は
、

児
童
虐
待
防
止
対
策
に

つ
い
て

「予
防
か
ら
社
会
的
自
立
に
至
る
ま

で
、

切
れ
目
の
な

い
支
援
体
制

の
整
備
が
急

務
」
と
強
調
。

そ
の
上
で
、

大
阪
府
岸
和
国
市
で
虐
待
に
よ

り
中
学
３
年
生
が
餓
死
寸
前
で
発
見
さ
れ
た
事

件
を
取
り
上
げ
、

学
校
や
地
域
住
民
、

児
童
相

談
所
な
ど
関
係
機
関
の
ネ

ッ
ト
ヮ
ー
ク
を
強
化

し
、

支
援
体
制
を
充
実
す
る
よ
う
訴
え
た
。

こ
れ
に
対
し
坂
口
厚
労
相
は
、

「切
れ
目
の

な
い
対
策
の
為
に
、

平
成

１６
年
度
予
算
で
対
前

年
度
比
３

・
５
倍
の
予
算
を
獲
得
し
、

家
庭
訪

問
支
援
事
業

・
自
立
援
助
ホ
ー
ム
の
設
置
等
、

き
め
細
か
な
施
策
を
行

い
、

予
防
か
ら
と
り
か

か
り
た
い
。

地
域
に
よ
り
様
々
な
人
の
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
を
作
り
、

そ
の
中
心
と
な

っ
て
誰
が
責

任
を
果
た
す
か
を
明
確
に
し
て
、

さ
ら
に
支
援

を
強
化
し
て
き
た
い
。

」
と
答
弁
。

「児
童
虐
待
防
止
法
」
は
２
０
０
０
年
５
月
に
富
田
し
げ
ゆ
き
が
、

衆
議
院
青
少
年
問
題

特
別
委
員
長
と
し
て
提
案
し
、

全
党
の
賛
成
を
得
て
、

成
立
さ
せ
ま
し
た
。

同
法
は
、

「虐
待
防
止
」
を
初
め
て
明
文
化
、

ま
た
国
や
地
方
は
、

虐
待
を
受
け
て
い

る
子
ど
も
の
早
期
発
見

・
保
護
の
責
務
が
あ
る
こ
と
、

児
童
相
談
所
が
立
ち
入
る
際
に
警

祭
の
援
助
を
求
め
る
こ
と
等
を
明
記
し
た
画
期
的
な
も
の
で
し
た
。

そ
の
後
も
公
明
党
は
、

児
童
相
談
所
や
児
童
養
護
施
設
な
ど
の
視
祭
を
行

っ
た
り
、

国

会
質
問
な
ど
を
重
ね
、

さ
ら
な
る
虐
待
防
止
策
の
充
実
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

地
域

ぐ
る
み
で
児
童
虐
待
を
防
ぐ

「児
童
虐
待
防
止
ネ

ッ
ト
ヮ
ー
ク
」
の
設
置
に
つ
い
て
も
財

政
的
に
も
支
援
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
（
２
０
０
４
年
６
月
現
在

全
国
で
１
２
４
３
市

町
村
）
。

し
か
し
、

残
念
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
２
年
半
の
間

に
死
に
至

っ
た
虐
待
事
件
が
１
２
５
件
、
１
２
７
人
に
の
ぼ

っ
て
い
る
な
ど
、

実
態
は
厳

し
い
限
り
で
す
。

全
国
の
児
童
相
談
所

へ
の
虐
待
に
関
す
る
相
談
件
数
も
１
９
９
９
年
は
１
万
１
６
３
１

件

で
し
た
が
、
２
０
０
３
年
は
な
ん
と
２
倍
以
上

の
２
万
６
５
６
９
件
と
な

っ
て
い
ま

す
。こ

う
し
た
状
況
を
受
け
、

公
明
党
は
昨
年
の
衆
院
選
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
さ
ら
な
る
児

童
虐
待
防
止
対
策
の
拡
充
を
お
約
束
し
、

そ
し
て
今
回
、

児
童
虐
待
防
止
法
の
改
正
を
推

進
、

虐
待
の
防
止
体
制
を
強
化
し
ま
し
た
。

腐
耐
凹
児
童
虐
待
防
止
で
他
党
に
先
が
け
改
正
案

「暴
言
与
拒
絶
的
態
度
」も
対
象
に

虐
待
の
疑
い
に
も
通
告
の
義
務

立
ち
入
り
拒
否
な
ら
警
察
に
通
告

公
明
党
厚
生
労
働
部
会
の
児
童

虐
待
防
止
法
改
正
検
討
ワ
ー
キ
ン

グ
チ
ー

ム

（富

田
し
げ

ゆ
き
座

長
）
は
２
月

１８
日
、

衆
院
第
１
議

員
会
館
で
会
合
を
開
き
、

児
童
虐

待
防
止
法
の
見
直
し
に

つ
い
て
協

議
し
、

党
と
し
て
の
改
正
案
を
ま

と
め
た
。

党
改
正
案
で
は
、

子
ど
も
の
権

利
擁
護
を
明
確

に
規
定
す

る
た

め
、

法
律

の

「目
的
」
に
、

児
童

虐
待
が

「児
童
の
権
利
を
著
し
く

侵
害
」
す

る
も

の
で
あ

る
と
明

記
。学

校
や
地
域
住
民
な
ど
が
虐
待

に
気
づ
き
な
が
ら
介
入
が
遅
れ
る

ケ
ー

ス
が
多

い
こ
と
か
ら
、

疑

い
の
段
階
で
の
通
告
を
促
す
た

め
、

通
告
義
務

の
対
象
を

「虐

待
を
受
け
た
児
童
を
発
見
し
た

者
」
か
ら

「受
け
た
と
思
わ
れ

る
児
童
を
発
見
し
た
者
」
に
拡

大
す
る
◇

ま
た
、

子
ど
も

の
生
命
を
最

優
先
に
保
護
す
る
た
め
、

児
童

相
談
所
と
警
察
と

の
連
携
を
強

化
す
る
。

具
体
的
に
は
、

現
行

法

の

「警
察
官

の
援
助
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
」
に
加
え
、

こ
の
規
定
に

つ
い
て

「適
切
に

運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

と
の
条
文
を
新
設
す
る
と
と
も

に
、

立
ち
入
り
調
査
を
拒
否
さ

れ
た
場
合
に
も
、

速
や
か
に
警

祭

に
通
告
す

る
義
務

を
加

え

た
。

さ
ら
に
、

虐
待

の
定
義
に

つ
い

て
、

「保

護

者

以

外

の
同

居

人
」
に
よ
る
虐
待
や
、

配
偶
者

へ
の
暴
力
な
ど
で
子
ど
も
が
受

け
る
心
理
的
外
傷
も
新
た
に
加

え
る
ほ
か
、

国
と
地
方
自
治
体

の
努

力
義

務

に

は

「早
期

発

見
」

「保

護
」
に
加

え

て

「予

防
」

「自
立
支
援
」

「保
護
者

に
対
す
る
適
切
な
指
導
」
を
明

記
、

予
防
か
ら
社
会
的
自
立
に

至
る
ま
で
切
れ
目
の
な
い
支
援

を
後
押
し
す
る
。

こ
の
ほ
か
、

親
子
の
再
統
合

へ
の
配
慮
、

子
ど
も

の
年
齢
と

能
力
に
応
じ
た
教
育
義
務
な
ど

を
盛
り
込
ん
だ
。



<改 正案 作 成から成立まで>３
月
２
日
、

衆
議
院
第
２
議
員
会
館
で
開
か

れ
た

「児
童
虐
待
防
止
法
改
正
緊
急
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
」
で
挨
拶
Ｆ

■|
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児童虐待防止法・概要

9月6日 児 童虐待防止法改正検討チームのメンバー と

共に、平成 17年 度予算に向けて、財務省主計局杉本

次長 (正面 ・右)へ 児童虐待防止対策の更なる充実を

要請 (財務省、主計局次長室にて)

4月6日 参 議院厚生労働委員会で、容介に立つ、宮出しげゆき

平成17年度予算児童虐待防止対策に関す

1民導酔悪野り
liヴ望ラ楯肇轡堅 強

化

2霜
嬰榛縞 整 ,ヒ リ

困難な事例に対応する児童本目談所の

3児 童福祉施設職員の人員体制の強化及び専門性の強化

自立を支える施設の環境づくり(小規模児童養護施設の

里親制度の推進拡充 ・多様化

年長児童の自立支援策の充実

児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案 (概要)

圧!ヨ義 彊妻二が疑 ロ
O 保 護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為を保護者によるネグレ

クトの一類型として児童虐待に含まれるものとすること。

0 児 童の目の前でドメスティック ・バイオレンスが行われること等、児童

への被害が間接的なものについても児童虐待に含まれるものとすること。

|ど
~百

反面 蕨語 知諏両百 蘭萌面

● 児 童虐待の予防及び早期発見から児童虐待を受けた児童の自立の支援ま

で、これらの各段階に国及び地方公共団体の責務があることを明記するも

のとすること。

② 国 及び地方公共団体は、児童虐待の防止に寄与するよう、関係者に研修

等の必要な措置を講ずるとともに、児童虐待を受けた児童のケア及び保護

者の指導及び支援のあり方その他の必要な事項について、調査研究及び検

証を行うものとすること。

圧互筆 延堕 重 轟 亜 囲
児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とし、現行法よりもその

範囲を拡大するものとすること。

4 警 察署長に対する援助要請等

O 児 童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に

万全を期する観点から、必要に応じ適切に、警察署長に対 し援助を求めな

ければならないものとすること。

② Oの 援助を求められた警察署長は、必要と認めるときは、速やかに、所

属の警察官に、必要な措置を講 じさせるよう努めなければならないものと

すること。

5 ~面会

保護者の同意に基づく施設入所等の措置が行われている場合についても、児

童との面会 通 信を制限できることを意図 した規定を整備するものとすること。

6 児 童虐待を受けた児童等に対する支援

児童虐待を受けたために学業が遅れた児童への施策、進学 t就職の際の支援

を規定するものとすること。

7■凶f堪皇
この法律は、平成 16年 10月 1日から施行するものとすること。

連 日、自民 ・民主 ・公明3党 の児童虐待

3/2～3/5  腎逆雲夢ぜ島記孔私要養暴鯉藁翼
3/9    与 党政策責任

再
会議で、改正案の説明

凱 2ン

ン
緊

｀

3/12      衆 議院容合
議で改正案可決

4/6    参 議院厚生 き
騨

委員会で審議 ・可決

4/7      参 議院本
会
議で可決 ・成立

10/1               加 ]イ子

虐
待
を
受
け
た
児
童
が
大
人

へ
の
信
頼
を
取
り
戻

し
て
、

安
心
し
て
生
活
し
、

社
会
に
巣
立

っ
て
い
け

る
よ
う
に
し
、

さ
ら
に
は
家
族
の
再
統
合
を
目
指
す

に
は
、

児
童
や
家
庭
に
関
す
る
相
談
体
制
の

一
層
の

強
化
を
図
る
と
と
も
に
、

児
童
福
祉
施
設
等
に
お
け

る
十
分
な
職
員
体
制
や
生
活
環
境
の
改
善
を
講
じ
る

こ
と
が
社
会
が
果
た
す
べ
き
最
低
限
の
責
任
で
あ

∠つ
。先

の
通
常
国
会
で
は
、

予
防
か
ら
自
立
ま
で
の
切

れ
目
の
な
い
支
援
体
制
を
確
保
し
て
い
く
た
め
、

児

童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
が
行

わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

今
後
、

政
府
に
お
い
て
は

こ
の
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、

着
実
な
施
策
の
推
進

を
求
め
る
。

平
成
十
六
年
度
予
算
編
成
に
お
い
て

一
定
の
進
展

が
見
ら
れ
た
も
の
の
、

現
状
を
見
る
と
虐
待
を
受
け

た
児
童
及
び
そ
の
養
育
上
問
題
を
抱
え
る―
家
庭
に
対

す
る
支
援
体
制
は
ま
だ
ま
だ
十
分
と
は
言
い
難
い
こ

と
か
ら
、

以
下
の
事
情
に
つ
い
て
万
全
の
予
算
措
置

及
び
地
方
財
政
措
置

（交
付
税
措
置
）
を
講
ず
る
よ

う
特
に
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。



調
田
再
拡
張
で
果
議
会
埜
員
脇
議
会
冴

羽田空港再拡張に伴う騒音問題‐に1批判続1出
人】臣き田動するまち 摘安

「滑
走
路
ず
ら
し
」
困
難

地
元
軽
視
と
国
交
省
を
批
判

涌費市

物 Z物 マケ琢タタ“夕彰% を々イ″そ彰彰タヽラ声々 '本そ彰夕|クク家そイイタ求4フ″% 4々7容夕物

う5やす 羽
圏
空
た
に
四
衣
目
摘
走
路
を
堕
椋
す
る
再
拡
張
軍
魂
才
あ
ぐ
り
　
県
騒
李
は
こ
十
五
日
、

本
会
極
場
て
全
員
協

議
会
を
理
き
、

六
難
偶
が
再
拡
張
後
の
飛
行
ル
ー
ト
箕
を
捉

本
し
て
い

全
国
土
交
通
官
の
幹
部
に
対
し
て
、

ル
‐
‐、

采
設
定
の
経
縄
や
騒
青
疑
般

へ
の
対
応
な
ど
を
間
い
た
だ
し
た
。

同
省
の
宿
利
正
史
　
血
宝
局
次
長
ら
は

一
騒
音
を

確
ら
す
た
め
末
行
方
法
を
工
夫
す
る

一
な
ど
と
述
べ
た
が
、

ほ
首
曜
波
の
具
体
策
を
示
せ
な
か
っ
た
も

焦
点
の
、

新

冊
モ
路
を
海
側
に

一
〇
度
ず
ら
し
て
ほ
し
い
と
の
熙
側
の
要
調
に
は

、
困
韓

」
と
車
実
上
不
可
能
生
回
答
。

県
轟
石

ら
は
「控
元
暗
彗
睦
受
幣
あ
写
力
不
足
！
４
ｔ
鮒
が
唄
出
し
た
。

同
弾
体
碑
魯
期
中
、

国
に
対
し
、

田
の
姿

勢
を
眠
し
く
■
刊
す
る
意
見
師
を
提
出
す
る
こ
と
を
全
会

）
鼓
て
決
め
に
。

期
嵯
器
韮
肝
駆
鰯
難
斯
漸
別
一擬
鞠
町蟹
熱
疑
一解
認
伊繹
副
弾
誤

を
求
め
る
県
酪
ら
――
県
議
会
末
全
務
場
　
　
　
　
　
　
　
　
を
越
綻
す
る
と
も
受
け
取
れ

一可
次
」
と
述
べ
た
．

羽田空港再拡張事業 ・飛行ルート問題

田しげゆきは、3月 2日 の予算委員会分科会、3月 16日 の

田再拡張事業に関する法案を審議する国土交通委員会で年騒

対策として飛行ルートの変更を求めました !

着
陸
便
の
ほ
と
ん
ど
が
千
葉
県
上
空
を
通
過
す

る
羽
田
空
港
再
拡
張
後
の
飛
行
ル
ー
ト
案
が
１６
年

２
月
９
日
に
国
土
交
通
省
か
ら
提
示
さ
れ
ま
し

た
。

再
拡
張
事
業
は
羽
田
空
港
に
４
本
目
の
新
滑

走
路
を
整
備
す
る
も
の
で
、

国
は
２
０
０
９
年
度

の
供
用
開
始
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

こ
の
飛
行

ル
ー
ト
案
で
は
、

南
風
悪
天
時
に
お
い
て
、
１
時

間
に
１２
機
程
度
、

年
間
で
は
全
体
の
８
％
約
５
０

０
０
機
の
航
空
機
が
、

浦
安
市
上
空
を
飛
行
し
ま

す
。

そ
の
と
き
の
高
度
と
騒
音
値
は
、

入
船
地
区

が
２
６
０
０
ｆ
ｔ

（約
７
９
０
メ
ー
ト
ル
）
で

７‐
　
　
　
　
　
上

た

ｄ
Ｂ
Ａ
、

今
川
地
区
で
は
２
３
０
０
ｆ

ｔ

（約
７
　
　
　
　
　
国

い

０
０
メ
ー
ト
ル
）
で

７３
ｄ
Ｂ
Ａ
に
な
る
と
国
は
予
　
　
　
　
　
　
ヽ
て

説
明

の
不
足
を
指
摘
。

成

田
空
港

の
教
訓
を
例
　
　
　
　
　
を

う

卜

・
滑
走
路
位
置
に

つ
い
て
、　

１０
度
位
置
を
変
更
　
　
　
　
　
＞ヮ
努



地域住民の代表の皆様と、石原国土交通大臣へ、

羽田空港再拡張事業飛行ルート(案)の要望書提出

国土交通省にて、浦安住宅管理組合連合会の皆様 とともに石川

航空局長(左から3人目)に要望書を提出

ざ?平萌けマンション住民らが報告会

騒
音
に
よ
る
生
活
環
境
の
悪
化
や
不
動
産
価
格
の
下

落
に
不
安
を
抱
い
た
住
民
の
皆
様
か
ら
も
、

飛
行
ル
ー

ト
変
更
を
求
め
る
声
が
上
が
り
、

４
月

２‐
日
に
は
、

羽

田
空
港
再
拡
張
事
業
で
騒
音
被
害
が
予
想
さ
れ
る
浦
安

市
の
マ
ン
シ
ヨ
ン
管
理
組
合
の
連
合
組
織

「浦
安
住
宅

管
理
組
合
連
合
会
」

（会
長
　
舘
幸
嗣

・
中
央
学
院
大

法
学
部
教
授
）
の
代
表

の
方

々
と
共
に
事
情
説
明
や

ル
ー
ト
案
変
更
に
向
け
た
話
し
合
い
を
求
め
る
石
原
国

土
交
通
大
臣
宛
の
要
望
書
を
国
上
交
通
省
航
空
局
の
石

川
裕
己
局
長
に
提
出
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、

石
川
航
空
局
長
よ
り
、

「自
分
自
身

も
現
場
を
視
祭
し
、

浦
安
市
民
の
申
し
出
も
理
解
で
き

る
。

県

・
市
か
ら
だ
け
で
な
く
、

Ｔ
Ｄ
Ｌ
か
ら
も
同
様

の
申
し
入
れ
も
あ

っ
た
。

国
と
し
て
は
、

本
日
の
申
し

入
れ
も
含
め
て
検
討
し
、

結
論
づ
け
る
に
は
、

も
う
少

し
時
間
が
必
要
だ
。

私
が
、

富
田
議
員
の
紹
介
で
、

皆

様
に
直
接
お
△
譲

た
い
。

」
と
い

し
げ

ゆ
き

|
‖

報
告
会

の
席
上
、

あ

い
さ

つ
に

立

っ
た
富
日
し
げ
ゆ
き
は
、

修
正
案

提
示
に
至

っ
た
経
緯
を
説
明
し
、

今

後
の
課
題
に

つ
い
て
も
言
及

「
（今

回
の
修
正
案
が
）
最
終
決
着
で
は
な

く
、

飛
行
技
術
な
ど
の
進
展
に
よ

っ

て
は
、

さ
ら
に
進
入
角
度

の
修
正
が

可
能
に
な
る
」
と
の
見
通
し
を
示
し

な
が
ら
、

「行
政

の
動
向
を
監
視

し
、

住
民
の
視
点
か
ら
訴
え
る
べ
き

点
は
訴
え
て
い
き
た
い
」
と
、

騒
音

問
題
の
解
決
に
今
後
も
全
力
で
取
り

組
む
意
欲
を
見
せ
た
。

舘
会
長
は

「長
期
戦
を
覚
悟
し
て

い
た
が
、

富
日
議
員
が
精
力
的
に
動

い
て
く
れ
た
こ
と
で
異
例
の
速
さ
で

話
が
進
ん
だ
。

心
強
く
、

深
く
感
謝

し
て
い
る
」
と
の
声
を
寄
せ
、

今
後

に

つ
い
て
は

「行
政
や
関
係
者
と
情

報
交
換
を
図
り
な
が
ら
、

さ
ら
に
連

合
会
が
結
束
し
て
課
題
に
臨
み
た

羽田空港B新滑走路への進λコロス1南風時|

５‐２

国
土
交
通
省
異
例
の
ル
ー
ト
修
正

５
月
２４
日
に
国
土
交
通
省
か
ら

「羽
田
空
港
再
拡
張

後
の
飛
行
ル
ー
ト
の
修
正
案
」
が
提
示
さ
れ
、

千
葉
県

お
よ
び
関
係

１４
市
は
、

こ
れ
を
了
承
し
ま
し
た
。

そ
の

内
容
は
、

従
来
の
新
滑
走
路

（Ｄ
）
の
整
備
角
度
を
海

側
に
７
・
５
度
ず
ら
し
、

さ
ら
に
着
陸
時
の
進
入
経
路

を
飛
行
技
術
に
よ
つ
て
２
度
、

合
わ
せ
て
９
・
５
度
修

正
す
る
と
い
う
も
の
で
、

こ
れ
に
よ
り
、

浦
安
市
街
地

上
空
の
飛
行
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま

た
、

同
ル
ー
ト
の
運
用
比
率
も
８
％

（約
５
０
０
０

便
）
か
ら
３
％

（約
１
８
０
０
便
）
に
低
減
す
る
内
容

が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。

(浦安住宅管理組合連合会1万 1000世 帯所属)



「地域の防犯力」向上!
公明党子どもの安全対策プロジェクトチームが
「子どもたちの生命を守る安全プラン」を発表 !

5月10日、はまよつ敏子代表代行 ら

とともに、埼玉県新座市の栄保育

園を視奈

子ぜもたうの生命を守る宅全イラン
子成16年4月20日

串 ざ鍔齢

子どしたす″'狙われる把罪力場岩
'学校への不審者侵入事件
督 下検時1こ子ども力警われる事件 字

・学校の危機管理対策の強化
口子どもを守る視点から、女性=高齢者も含めた

すべての人が安心できる地域の確立 等

学校等における外部侵入者等による犯罪の根絶と、
通学路における子どもたちの安全を確保します。

●

記
者
会
見
す
る
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
テ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
。

右
か

ら
大

口
善
徳
座
長

・
北
側

一

雄
政
調
会
長

と
島
田
し
げ
ゆ

き

。
池
坊
保
子
副
座
長

公
明
党
子
ど
も
の
安
全
対
策
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
チ
ー

ム

（大
日
善
徳
座
長

・
富
田
し
げ
ゆ
き
事
務
局
長
）

は
、

治
安
回
復

・
防
犯
強
化
を
政
府
の
主
要
課
題
、

来
年
度
予
算
編
成
上
の

「重
点
分
野
」
の
一
つ
に
位

置
づ
け
、

今
年
４
月
２。
日

「子
ど
も
た
ち
の
生
命
を

守
る
安
全
プ
ラ
ン
」
を
発
表
し
た
。

同
プ
ラ
ン
は
、

「子
ど
も
を
守
る
と
い
う
視
点
か
ら

『
地
域
の
防
犯

力
』
を
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、

子
ど
も
だ
け
で

な
く
、

女
性

。
高
齢
者
も
含
め
た
す
べ
て
の
人
が
安

心
で
き
る
地
域
を
確
立
す
る
こ
と
に
も
な
る
」
と
の

基
本
的
な
視
点
に
員
か
れ
て
い
る
。

3.防犯性の高い地域環境をつくります

O「まちづくり交付金」を活用し、防犯環境設計に基づいた公園や駐車場、
道路等の改良整備を実施。

Oスーパー防犯灯を4年間で1000基設置。
O品 質確保促進法を改正し、住宅性能表示制度に防犯の視点を追加。

O「暗がり診断」を実施し、「明るいまちづくり」を啓発・推進。
O子 ども緊急通報装置及びプライバシーに配慮した防犯カメラ等の設置を推進。
O防 犯モデル住宅設計を推進。
O共 同・個人住宅の建築確認時等に、警察から防犯性を高めるための助言口指導

システムを普及。

4.児童虐待のない地域をつくります

O児 童相談所、病院、警察、ボランティア等の連携で、「児童虐待防止市町
村ネットワーク」を5年間で全市町村に設置。

O「育児支援家庭訪問事業」を5年間で全市町村に設置。

O児童相談所の役割を虐待への対応に重点化し、市町村とのなコと連携を強化。
心理判定員の増員等、児童相談所の体制を強化。

O親の育児の悩み相談に対応する「家庭児童相談室」の設置を義務付ける等、虐待
を未然防止。

1.学校の防犯力を強化します

O平 成16年度中にすべての学校で安全管理体制の総点検を実施。平成
17年度までに、すべての学校で独自の防犯マニュアルを策定。

O人 的警備を必要とする小学校に、警察官OBやボランティア等を活用した、
「スクールガード」(学校安全警備員)を5年間で配置。

O防 犯カメラや警察ホットラインの設置など、学校施設の安全管理を強化。
O学 校施設の新増改築等に防犯上の視点を取り入れるとともに、予算を拡充

O小学校等が、PTA、自治会等の協力を得て、「子どもの安全委員会」(仮称)を設置。
O子 どもの「防犯教室」の推進及び教職員の防犯訓練や研修を強化。

2.地 域社会と子どもたちの結ぴつきを深めます

○平成17年度までに、すべての小学校において、通学路の防犯口安全点検

を実施し、「通学安全マップ」を作成。
O平成17年度までに、小日中学生全員へ防犯ブザーを貸与口配布。
O学校周辺や通学路を巡回する「子どもの安全パトロールカー」配備を推進。

O「子ども110番の家」の機能が十全に発揮されるよう、運用を改善。
O携帯電話等で地域の犯罪情報をリアルタイムで受信できる「セーフティロメール」事業を推進。
O公園等の遊具について定期的に総点検を実施し、不具合への対応システムを確立。

5。「防犯まちづくり推進基本計画」を策定します

O子 どもたちの安全確保を第一義的な目的とした、国レベルの「防犯まちづ

くり推進基本計画」を策定。自治体レベルも「防犯まちづくり推進基本計
画」の策定を推進。

O平 成17年度予算編成において、「治安回復口防犯強化」を重点分野の一

つとして位置づける。

O「安心口安全のまちづくり条例」の制定を推進。
O人事交流の促進等、各行政分野において防犯性の視点を盛り込む。



FTA(自 由貿易協定)
FTAと は、ある国や地

域の問だけで、輸出入品
にかかる関税や外貨規制
などを取 り払い、それら
の国や地域の間で、物や
サー ビスの行 き来 (貿

易)を 自由にすることを

目的とした協定のことで

す。

フイリピン技術教育技能開発庁

(TESDA)シ フコ長官 (左端)
表敬及び意見交換

フィ)とり労働雇用省 (DOLE)

サント・トーマス長官(左から2人 目)

表敬

フイリピン労働雇用省マンサラ

局長 (左から2人目)訪問及び

意見交換

フィ)と
・
ン海外雇用庁 (POEA)

バル ドス長官(右端)訪問及び

意見交換

ABBA人 材派遣サービス

フロレス会長 (右端)よリフィ)ピンの

人材派遣状況について説明を受ける

JETROマニラ事務所で、日本人

商工会議所幹部と会談

ユ

EPA(経 済連携協定)

最近では、貿易の自由

化だけでなく、投資、人
の移動、知的財産権や競

争政策でのルール作 り

や、様々な分野での協力
なども取り込み、経済の

より広い範囲を対象とし

た協定を結ぶ傾向となつ

ています。このように、
FTAの 内容を基礎にしな
がら、より幅広く経済的
な関係を強化しようとす
る協定の ことを、一般
に、経済連携協定(EPA)
と呼んでい ます。フィ)ピン看護協会ポティリア会長(右から

2人目)訪問及び音見交換

め・崎→夕・バ加 10月8日タイ・ポ月,

タイ外務省ビサーン外務省副 タイ商務省パンプリー商務省政
次官(右から2人目)との会談  務 官(中央)との会談

自
由
貿
易
協
定

（Ｆ
Ｔ
Ａ
）
を
核
に
、

人
の
交
流
の
促
進
な
ど
も
合
む
経
済
連
携
協
定
締
結
に
向
け
た
日
本
と
フ

イ
リ
ピ
ン
、

タ
イ
、

マ
レ
ー
シ
ア
三
カ
国
と
の
交
渉
が
大
詰
め
の
段
階
を
迎
え
た
。

人
の
移
動
の
自
由
化
で
大
筋
合

意
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
交
渉
は
大
き
く
前
進
、

日
本
政
府
は
十

一
月
末
の
首
脳
会
談
で
の
実
質
合
意
を
目
指
し
詰

轟

０

最
後
は
政
治
判
断

〒
鉛
華
出一襲
舗
鉛

な
ど
を
検
肘
す
る

こ
と
で
折

一な
リ
ヱ
ち
，
一。

今
後

の
交
渉

の
魚
点
は
農

一
（
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
）
□
優
昼
Ｓ
Ｅ
呈

政
鷲
地
震
彗
■
い
「
最
後

は
政

一り
合
ろ

た
が
、

「
よ
う
や
く

一　

来

年
中

の
各
忌

を
目
指

し

寒
郵

馬

フ
ィ
リ
ピ
ン
仰
而
正
容
視
団
雪
亀
費

一靖
課

」
Ｌ
毎
ザ
亀

　

一懇
要
基
掃
ザ
登
曇
矛

て

い
８
富
と
盆
鹸

で
も

め
を
急
ぐ
。

も
た
つ
く
タ
イ
や
マ
レ
ー
シ
ア
と
の
進
展
度
合
い
の
差
も
際
立
ち
始
め
て
お
り
、

野
な
ど
で
相
互
に
ど
う
譲
歩
し
、

見
返
り
を
確
保
で
き
る
か
が
打
開
の
カ
ギ
に
な
っ
て
き
た
。

，
水
産
物
輸
入
割
当
制
度
の
見
直
し

誠

拐

罰

・

め
授
Ｗ
玖
れ
払
脚

一
轟
』

鑑

特
例
入
国
で
進
展

８
年
内
に
も
実
務
者
協
議
開
始

・
００
年
４
月
に
も
交
渉
開
始

農
業
や
鉱
工
業
晶
分

イ

ン

ド

Ａ

Ｓ

Ｅ

Ａ

Ｎ

全
体

韓
　
国

タ

　

イ

マ

レ

ー

シ

ア

フ

イ

リ

ピ

ン

メ
キ
シ
ョ

シ
ン
万
ポ
ー
ル

魔
要
求
を
最
り
下
げ
る
見
返

一
取
り
扱
い
３
合
め
、

ど
ん
な

ど こ まで 進 ん だ ? F T A交 渉

今後の探題
吾 キ ni

ド欄
繊
腿
麟
ｉ
ｔ「

，
農
産
品
５
品
目
の
取
り
扱
い
ヽ

一ン”麟鱒時鞭中中ン韓一中↓中鞠翻印【カ
2004年10月31日 日 本経済新聞より抜粋



寺鞠
ン
欝
ン
コ串躍
中車勁
靱ン
髄

の
現
場
を
視
察
し
て
、

職
　
す
。
　
″

国
民
の
た
め
の
司
　
負
担
法
案
や
司
法
修
習
資
　
一　
も

員
不
足
を
痛
感
し
て
い
ま
　
法
″
確
立
へ
全
力
で
取
り
　
金
の
貸
与
制
度
な
ど
、

ま
　
ぅ
ル
、

理
幸誰
が剣
調
つ巾靴陣
た

夢辱
鞄
顛
晩

囀葬暁時中業
中中時酌
勢昨曙お申中翻

法
科
大
学
　
し
て
い
る
か
ら
刑
を
重
く

院
の
ス
タ
ー

　
す
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の

卜
や
裁
判
員
　
で
は
な
い
。

し
か
し
、

公

１。
月
８
日
　
公
明
新
聞

9月30日首相官邸で小泉総理 とともに (前から3列 目左端)

10月9日台風22号20日台風23号首都目を直撃

Ю
月
２３
日
、

台
風
２３
号
の
大
雨
の
影
響
で

冠
水
し
た
ま
ま
の
畑
が
点
在
す
る
富
里
市
を

訪
れ
、

農
作
物
の
被
害
状
況
を
調
査
。

行
政

に
実
態
把
握
を
促
す
と
と
も
に
、

排
水
対
策

な
ど
で
迅
速
な
対
応
を
求
め
る
方
針
を
確
認

し
た
。

台
風

２２
号
の
首
都
圏
直
撃
に
備
え
て
、　

Ю

月
８
日
に
公
明
党
千
葉
県
本
部
は
、

災
害
対

策
本
部
を
設
置
し
た
。

富
日
し
げ
ゆ
き
は
、

９
日
、

床
上
浸
水
や
崖
崩
れ
な
ど
の
被
害
が

相
次
い
だ
岬
町
を
訪
れ
、

避
難
所
で
不
安
な

夜
を
す
ご
す
住
民
ら
に

「何
か
困

っ
た
こ
と

が
あ
れ
ば
遠
慮
な
く
お

っ
し
や
っ
て
く
だ
さ

い
。

全
力
で
支
援
し
ま
す
」
と
心
か
ら
励
ま

し
た
。

富田しげゆき ブロフィロル
経  歴 ●昭和 28年 生まれ ● 千葉県銚子市出身

●一橋大学法学部卒 ● 弁護士 (なのはな法律事務所所長)

0衆 議院 (3期 )

0衆 議院青少年問題に関する特別委員会 委 員長等歴任

09月 30日  第 2次 小泉改造内閣の法務大臣政務官に就任

●絵画鑑賞 口読書 口水泳 ロサッカー ロフッ トサル

●妻、一女、二男の 5人 家族

●〒10い8982 東京都千代田区永田町か1-2衆議院第2議員会館302号

ロヨ言舌03-3508-7052  FAX03-3508-3852

地元事務所 ● 〒26い0013 千葉県千葉市中央区中央年13-13なのはなビル4階

目事言舌043-202-8070  FAX043-202-3072

趣 味

家 族

国会事務所


